
マカオ返還に伴う「現地化」の諸課題に関する一考察  

マ
カ
オ
返
還
に
伴
う
「
現
地
化
」
 
の
諸
課
題
に
関
す
る
一
考
察
 
 

－
公
務
員
・
法
制
度
・
公
用
語
の
問
題
を
中
心
に
I
 
 

日
 
 
次
 
 

1
 
は
じ
め
に
 
 

Ⅲ
 
マ
カ
オ
公
務
員
の
現
地
化
 
 

（
一
）
 
マ
カ
オ
公
務
員
馴
鹿
の
現
状
と
現
地
化
を
め
ぐ
る
論
争
 
 

（
二
）
 
公
務
月
現
地
化
の
進
展
 
 

（
三
）
 
公
務
員
の
現
地
化
に
お
け
る
諸
問
題
 
 

Ⅲ
 
マ
カ
オ
法
制
度
の
現
地
化
 
 

（
一
）
現
行
の
マ
カ
オ
法
体
系
の
構
成
 
 

（
二
）
 
ポ
ル
ト
ガ
ル
法
の
現
地
化
 
 

（
三
）
 
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
の
法
体
系
の
確
立
 
 

葉
 
 

陵
 
陵
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論  組  

マ
カ
オ
 
（
湊
門
、
M
a
c
さ
）
は
、
香
港
か
ら
西
へ
七
十
キ
ロ
、
南
シ
ナ
海
に
注
ぐ
珠
江
の
河
口
西
岸
に
位
置
し
、
中
国
広
東
省
珠
海
市
 
 

に
つ
な
が
る
半
島
部
と
、
タ
イ
バ
 
完
仔
）
島
及
び
コ
ロ
ア
ネ
 
（
路
項
）
良
か
ら
成
る
。
面
積
は
わ
ず
か
二
十
一
平
方
キ
ロ
余
り
で
、
香
 
 

港
の
六
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
。
総
人
口
は
四
十
二
万
二
千
闇
十
六
人
（
九
七
年
末
）
 
で
あ
る
。
マ
カ
オ
は
、
日
本
史
と
も
縁
の
深
い
 
 

ポ
ル
ト
ガ
ル
訴
で
あ
る
が
、
来
る
一
九
九
九
年
十
二
月
二
十
‖
に
中
国
へ
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

マ
カ
オ
の
返
還
は
、
現
代
の
世
界
経
済
で
重
要
な
位
附
を
占
め
る
香
港
の
返
還
問
題
ほ
ど
世
界
の
注
‖
を
集
め
な
か
っ
た
が
、
「
香
港
 
 
 

Ⅰ
 
 

は
じ
め
に
 
 

（
閤
）
現
行
の
マ
カ
オ
司
法
馴
鹿
の
仕
観
み
 
 

（
五
）
 
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
の
司
法
別
使
の
特
色
 
 

（
六
）
 
マ
カ
オ
司
法
官
の
現
地
化
 
 

Ⅳ
 
マ
カ
オ
公
用
語
の
現
地
化
 
 

（
〓
 
マ
カ
オ
公
開
藷
の
変
遷
 
 

（
一
－
｝
中
国
語
の
公
的
地
位
の
確
立
 
 

；
一
）
中
国
語
の
公
用
語
化
に
お
け
る
間
鶴
と
議
題
 
 

（
四
）
 
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
地
位
と
役
割
 
 

Ⅴ
 
お
わ
り
に
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マカオ返還に伴う「現地化」の詣課選に関する一考察  

返
還
の
意
義
を
二
言
で
い
え
ば
、
西
欧
植
民
地
主
義
の
不
名
誉
な
終
焉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
意
義
に
も
っ
と
相
応
し
い
の
は
、
大
 
 

T
エ
 
 

航
海
時
代
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
、
約
四
宙
五
十
平
に
わ
た
っ
て
統
治
し
た
マ
カ
オ
の
返
還
で
は
な
い
か
」
と
言
う
よ
う
 
 

に
、
マ
カ
オ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
ア
ジ
ア
の
植
民
化
の
歴
史
に
お
い
て
実
に
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
マ
カ
オ
は
中
国
に
お
け
 
 

一
ウ
ニ
 
 

る
西
欧
の
最
初
の
商
業
拠
点
で
あ
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
ア
ジ
ア
の
最
後
の
土
地
で
あ
る
」
と
考
え
る
ボ
ル
ト
 
 

（
3
）
 
 

ガ
ル
人
は
、
マ
カ
オ
を
「
ア
ジ
ア
に
櫨
初
に
来
た
ヨ
一
口
リ
バ
人
の
記
念
碑
」
と
し
か
見
撤
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
 
 

T
ユ
 
 

に
と
っ
て
十
大
世
紀
中
葉
以
降
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
っ
て
次
第
に
占
領
さ
れ
た
マ
カ
オ
は
、
中
国
に
残
さ
れ
た
俵
後
の
西
欧
植
民
地
と
し
て
、
 
 

今
世
紀
中
で
祖
国
に
復
帰
さ
せ
て
中
国
近
代
史
の
不
幸
な
一
章
に
終
止
符
を
打
つ
と
い
う
象
教
的
な
意
義
を
持
つ
領
土
で
あ
る
。
 
 
 

中
国
の
マ
カ
オ
に
対
す
る
主
椎
は
国
力
の
漸
次
的
衰
退
に
伴
っ
て
次
第
に
喪
失
さ
れ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
カ
オ
で
の
居
留
権
を
確
 
 

保
し
た
十
大
世
紀
中
葉
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
輩
洋
共
処
分
泊
」
の
「
混
合
統
治
」
時
期
で
あ
っ
た
。
明
・
清
朝
 
 

改
称
は
マ
カ
オ
で
首
府
を
設
置
し
、
マ
カ
オ
在
住
の
中
国
人
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
一
部
の
専
蔑
を
管
理
す
る
一
方
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
 
 

広
東
省
香
山
県
へ
地
租
を
納
め
る
と
と
も
に
、
自
治
組
絶
の
市
議
会
（
S
e
コ
a
互
を
成
立
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
住
民
の
事
務
を
管
理
し
て
 
 

い
た
。
 
 
 

阿
片
戦
争
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
も
マ
カ
オ
領
有
の
合
法
化
に
積
極
的
に
乗
り
出
し
、
一
方
的
に
マ
カ
オ
を
「
自
由
港
」
と
宣
言
し
、
マ
カ
 
 

オ
に
総
督
を
派
遣
し
た
。
一
人
四
九
年
の
中
国
人
住
民
に
よ
る
ア
マ
ラ
ル
総
督
殺
害
事
件
以
降
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
マ
カ
オ
の
地
租
の
支
 
 

払
い
を
停
止
し
、
清
朝
の
官
憲
や
税
吏
を
マ
カ
オ
か
ら
追
放
し
た
。
次
い
で
一
八
五
一
年
に
タ
イ
バ
偽
、
一
八
六
四
年
に
コ
ロ
ア
ネ
島
を
 
 

占
領
し
、
マ
カ
オ
全
域
に
対
す
る
実
権
支
配
を
獲
得
し
、
マ
カ
オ
は
あ
た
か
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
の
観
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
一
八
八
七
年
 
 

十
二
月
、
さ
ら
に
弱
体
化
し
た
清
朝
政
府
は
、
遂
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
間
に
「
清
葡
友
好
通
商
条
約
」
 
の
締
結
に
同
意
し
、
そ
の
中
で
中
 
 

国
の
同
意
な
し
に
第
三
国
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
マ
カ
オ
と
そ
の
付
属
地
を
永
久
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
の
占
有
の
下
に
置
く
こ
と
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説
 
 
を
認
め
た
。
た
だ
し
、
第
四
十
大
粂
で
両
国
の
い
す
れ
か
は
今
後
こ
の
条
約
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
た
め
に
十
年
を
期
限
と
す
る
 
 

こ
と
も
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
四
則
臼
の
期
間
満
了
の
年
に
あ
た
る
一
九
二
八
年
に
、
当
時
の
中
華
民
国
政
府
は
旧
条
約
の
終
止
を
ポ
 
 

論
 
ル
ト
ガ
ル
政
府
に
照
会
し
た
一
方
、
両
国
は
新
し
い
「
中
葡
友
好
通
商
条
約
」
を
締
結
し
、
そ
の
中
で
マ
カ
オ
の
地
位
に
関
す
る
規
定
が
 
 

な
か
っ
た
。
マ
カ
オ
の
割
譲
に
関
す
る
中
葡
二
国
間
の
条
約
は
法
律
上
存
在
し
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
事
実
上
 
 

マ
カ
オ
を
領
有
し
続
け
た
状
況
を
何
一
つ
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
「
植
民
地
支
配
」
時
期
は
二
十
世
紀
中
葉
ま
で
続
い
た
。
 
 

一
九
五
一
年
に
な
っ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
す
べ
て
の
海
外
植
民
地
を
再
編
成
し
、
マ
カ
オ
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
海
外
州
と
な
っ
た
。
一
九
七
四
 
 

年
四
月
「
花
咲
く
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
本
国
の
政
変
後
の
非
植
民
地
化
の
政
策
転
換
に
よ
り
、
一
九
七
六
年
に
は
「
マ
カ
オ
 
 

組
総
革
程
」
 
（
O
r
g
a
n
i
c
S
t
已
u
t
e
O
r
M
a
c
a
u
）
 
が
制
定
き
れ
、
マ
カ
オ
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
行
政
下
に
あ
る
自
治
領
に
移
行
さ
れ
た
。
た
だ
 
 

し
、
現
実
に
は
マ
カ
オ
政
庁
が
一
九
六
大
年
十
二
月
三
日
に
中
国
文
化
大
革
命
の
影
響
で
起
き
た
「
一
二
二
二
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
文
ポ
 
 

ニ
b
－
 
 

ル
ト
ガ
ル
闘
争
の
処
理
に
失
敗
し
て
以
降
、
中
国
の
実
質
的
な
影
響
力
が
マ
カ
オ
に
浸
透
し
、
い
わ
ゆ
る
「
変
則
的
な
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
」
 
 

に
な
っ
て
い
た
。
 
 

一
九
七
九
年
二
月
の
中
華
人
民
共
和
国
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
団
交
樹
立
の
際
に
、
両
国
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
中
国
の
マ
カ
オ
へ
の
主
権
を
認
め
 
 

る
と
同
時
に
、
中
国
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
カ
オ
に
対
す
る
統
治
権
を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
、
マ
カ
オ
は
「
マ
カ
オ
方
式
」
と
 
 

呼
ば
れ
る
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
統
治
下
の
中
国
領
土
」
時
期
に
入
っ
た
。
一
九
八
四
年
の
香
港
を
め
ぐ
る
中
英
共
同
声
明
の
調
印
に
続
く
か
た
 
 

ち
で
、
一
九
八
大
年
か
ら
中
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
カ
オ
返
還
交
渉
も
開
始
さ
れ
、
一
九
八
七
年
四
月
に
中
葡
両
国
政
府
は
 
「
マ
カ
オ
問
 
 

題
に
関
す
る
共
同
声
明
」
に
調
印
し
た
。
マ
カ
オ
の
帰
属
閉
篭
は
、
中
国
が
一
九
九
九
年
十
－
一
月
二
十
日
か
ら
マ
カ
オ
に
対
す
る
主
権
行
 
 

使
を
正
式
に
回
復
す
る
と
同
時
に
、
マ
カ
オ
を
香
港
と
同
様
に
〓
川
家
二
制
度
」
方
式
で
祖
国
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
で
決
荊
を
つ
け
る
 
 

に
至
っ
た
。
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マカオ遺還に伴う「現地化」の應諜葛に関する一考察   

返
還
後
の
マ
カ
オ
で
施
行
さ
れ
る
予
定
の
中
葡
共
同
声
明
の
法
文
化
及
び
具
体
化
と
も
言
え
る
「
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
基
本
法
」
は
、
 
 

一
九
九
一
年
に
制
定
さ
れ
た
「
香
港
特
別
行
政
区
基
本
法
」
に
続
い
て
一
九
九
三
卒
園
月
に
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
二
固
問
条
約
と
 
 

国
内
法
で
は
、
返
還
後
の
マ
カ
オ
に
お
い
て
「
漢
人
治
湊
」
 
（
マ
カ
オ
人
に
よ
る
マ
カ
オ
管
理
）
 
や
高
度
の
自
治
を
実
行
し
、
現
行
の
資
 
 

本
主
義
経
済
、
社
会
制
度
及
び
生
活
様
式
、
既
存
の
法
律
を
維
持
し
、
五
十
年
間
変
え
な
い
こ
と
な
ど
が
保
障
き
れ
て
い
る
。
一
方
、
ポ
 
 

ル
ト
ガ
ル
及
び
そ
の
他
の
諸
国
の
マ
カ
オ
に
お
け
る
経
済
的
利
益
が
配
慮
さ
れ
、
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
後
裔
住
民
の
利
益
も
保
護
さ
れ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

中
蘭
弼
国
政
晰
は
、
共
同
声
明
の
中
で
マ
カ
オ
政
権
の
引
き
渡
し
に
適
切
な
条
件
を
作
り
出
す
た
め
、
当
該
声
明
の
発
効
の
日
か
ら
一
 
 

九
九
九
年
十
二
〃
十
九
日
ま
で
の
過
渡
期
に
お
い
て
引
き
続
き
友
好
協
力
を
行
な
う
こ
と
に
合
意
し
て
い
る
。
一
九
八
八
年
一
月
十
五
日
 
 

に
中
葡
共
同
声
明
及
び
そ
の
付
属
文
番
に
関
す
る
批
准
書
は
北
京
で
交
換
さ
れ
、
正
式
に
発
効
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
マ
カ
オ
が
 
 

正
式
に
返
還
過
渡
期
に
入
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
十
一
年
余
り
の
返
還
過
渡
期
で
解
決
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
課
題
は
山
積
し
 
 

て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
、
平
穏
な
政
権
移
行
、
マ
カ
オ
特
別
行
政
区
成
立
後
の
円
滑
な
行
改
選
常
に
最
も
不
可
欠
で
切
迫
性
の
あ
る
 
 

「
現
地
化
」
の
課
題
を
、
主
と
し
て
公
務
員
の
現
地
化
、
法
制
度
の
硯
地
化
、
及
び
中
国
語
の
公
用
語
化
と
い
う
「
三
化
」
と
呼
ば
れ
る
 
 

諸
問
題
に
丑
点
を
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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